
宇
曽
川
が
琵
琶
湖
に
そ
そ
い
で

出
土
し
た
木
簡
の
中
で
、
墨
痕
の
認
め
ら
れ
る
の
は
呪
符
木
簡
八
点
と
板
塔

7
 

6
 
遺
跡
の
年
代
弥
生
時
代
ー
室
町
時
代

遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

5
 

調
査
担
当
者

遺
跡
の
種
類

集
落
跡

4
 

3

発
掘
機
関

8
 

溝
は
石
組
桝
で
切
ら
れ
て
お
り
、
伴
出
遺
物
な
ど
か
ら
鎌
倉
時
代
末
期
か
ら
室

め
多
く
の
集
落
が
展
開
す
る
。

神
山
周
辺
に
馬
場
遺
跡
を
は
じ

ろ
で
あ
り
、
弥
生
時
代
に
は
荒

流
荘
に
比
定
さ
れ
て
い
る
と
こ

彦
根
市
南
部
に
独
立
丘
陵
の
荒
神
山
が
あ
り
、
地
元
で
は
「
荒
神
さ
ん
」
と

し
て
あ
つ
い
信
仰
を
う
け
て
い
る
。
丘
陵
の
西
側
は
奈
良
時
代
の
東
大
寺
領
覇

勁
滋
賀
県
文
化
財
保
護
協
会

葛
野
泰
樹
・
三
宅

弘
・
稲
垣
正
宏

2

調
査
期
間

一
九
八
七
年
（
昭
62)
四
月

l
―
一
月

1

所
在
地

滋
賀
県
彦
根
市
日
夏
町

み
ょ
う
ら
く
じ

滋
賀
・
妙
楽
寺
遺
跡

あ
る
。 妙

楽
寺
遺
跡
は
弥
生
時
代
中
期
か
ら
室
町
時
代
末
期
に
い
た
る
複
合
遺
跡
で
、

特
に
室
町
時
代
末
期
の
遺
構
と
し
て
は
道
路
、
石
組
護
岸
を
施
し
た
大
小
の
水

路
と
、
水
路
に
通
じ
る
階
段
や
洗
場
、
さ
ら
に
礎
石
建
物
・
掘
立
柱
建
物
•
井

戸
・
石
組
桝
な
ど
が
あ
り
、
中
国
製
陶
磁
器
や
信
楽
・
美
濃
・
瀬
戸
な
ど
の
遺

物
が
多
量
に
出
土
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
荒
神
山
に
築
城
さ
れ
た
日
夏
城
の
山

麓
に
ひ
ら
け
た
町
並
で
あ
り
、
中
世
戦
国
期
の
生
活
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で

木
簡
が
出
土
し
た
の
は
第
二
遺
構
面
の
溝
か
ら
で
あ
る
。
溝
は
南
西
か
ら
北

東
方
向
に
の
び
る
幅
約
五

m
、
深
さ
約
一

m
の
素
掘
溝
で
、
中
位
層
（
有
機
質
土

層
）
か
ら
呪
符
木
簡

―
―
点
と
板
塔
婆
一
枚
が
出
土
し
た
が
、
板
塔
婆
に
は
墨

痕
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
伴
出
遺
物
に
は
土
師
器
皿
数
点
と
箸
状
木
製
品
約

一
八

0
本
が
あ
る
。
他
に
南
側
に
あ
る
ほ
ぼ
同
規
模
の
溝
か
ら
、
片
面
に
墨
書

を
し
た
板
塔
婆
が
一
点
出
土
し
た
。

第
二
遣
構
面
は
礎
石
建
物
・
掘
立
柱
建
物
•
井
戸
・
石
組
桝
・
溝
な
ど
で
構

成
さ
れ
、
鎌
倉
時
代
か
ら
室
町
時
代
中
頃
に
比
定
さ
れ
る
。
木
簡
の
出
土
し
た

町
時
代
初
頭
頃
と
み
ら
れ
る
。

木
簡
の
釈
文
・
内
容

に
か
け
て
発
掘
調
査
を
行
っ
た
。

お
り
、
こ
の
河
川
の
復
旧
工
事
に
関
連
し
て
、

一
九
八
四
年
か
ら
一
九
八
七
年
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1987年出土の木簡

(7) (6) (5) (4) (3) (2) (1) 

――l 
・
「
（
梵
字
）

n
u

．
 ー

物
忌 物

忌

〔
箆
ヵ
〕

・
「
（
梵
字
）
天

□

（
符
錬
）
急
々
如
律
令

〔
律
ヵ
〕

「
（
梵
字
）
天
則
（
符
録
）
急

□々

X

〔
物
忌
ヵ
〕

ロロ

' 
己
心
ヵ
〕

物
口 〔

急
々
ヵ
〕

「
ロ
ロ
ロ

□

律
令

――l 

婆
一
枚
の
合
計
九
点
で
あ
る
。

（符
録
）
急
々
如
律
令

「
罪

（符録）

n
u

・
天
翌
（
符
録
）
急
々
如
律
令

L_  

・「ロロロ
□

阿
比
羅
曼
口
曼

□

ロロロ」
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(
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3
3
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0
5
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(
2
4
5
)
 X
 2
1
 x
 
3
 

0
8
1
 

(
1
3
9
)
 X
 2
6
 x
 
2
 

0
8
1
 

(
1
3
3
)
 
x
 
3
0
 x
 
3
 

0
1
9
 

(
2
3
6
)
 X
 2
6
 x
 
3
 

0
1
9
 

(
1
2
4
)
 X
 2
4
 x
 
4
 

0
1
9
 

た
も
の
と
、
そ
う
で
な
い
も
の
が
あ
り
、
下
端
の
欠
失
す
る
も
の
が
多
い
。
⑱

・
⑱

・
り
の
裏
面
中
央
に
は
「
物
忌
」
と
だ
け
墨
書
し
、
④

・
⑱
も
「
物
忌
」

と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
⑱

・
④
・
⑯
・

り
・
⑱
は
「
物
忌

札
」
と
い
え
る
。
梵
字
の
判
読
は
困
難
で
あ
る
が
、
⑮
は
大
日
如
来
か
不
動
明

王
種
子
の
可
能
性
が
あ
る
。
①
・
④
・
⑮
・
⑱
・
⑱
は
「
急
々
如
律
令
」
と
符

篠
と
を
組
み
合
せ
て
お
り
、
③
・
⑱
・
⑱
は
梵
字
を
上
に
配
し
て
い
る
。
さ
ら

に
、
こ
の
三
点
に
は
「
天
壁
」
を
配
し
、
⑯
ぶ
5
に
は
「
物
忌
」
と
墨
書
し
て

い
る
。
こ
れ
ら
の
組
み
合
せ
は
、
妙
楽
寺
遺
跡
出
土
の
呪
符
木
簡
の
性
格
を
明

板
塔
婆
（
次
頁
図
⑨
）
は
頭
部
を
圭
頭
に
し
、
左
右
に
ニ
カ
所
ず
つ
の
切
り
込

み
を
入
れ
、
下
端
を
尖
ら
す
。
墨
書
は
片
面
に
の
み
認
め
ら
れ
る
が
、
大
部
分

は
消
え
て
い
る
。
わ
ず
か
に
文
字
痕
が
推
定
四
行
に
わ
た
っ
て
み
ら
れ
る
。

木
簡
解
読
に
あ
た
っ
て
は
赤
外
線
カ
メ
ラ
を
使
用
し
、
奈
良
国
立
文
化
財
研

究
所
の
綾
村
宏
氏
の
ご
教
示
を
得
た
。

ら
か
に
す
る
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

（
葛
野
泰
樹
）

呪
符
木
簡
の
形
態
は
、
長
方
形
の
材
の
頭
部
を
圭
頭
に
し
て
下
端
を
尖
ら
せ

(8) 
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1
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